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インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定状況について
＜国、地方公共団体及び所管法人等の集計＞

【総数】

策定主体

国

【背景】
○政府は、国、地方公共団体等が一丸となってインフラの戦略的な維持管理・更新等を推進するため、「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関
する関係省庁連絡会議決定。以下「基本計画」という。）を策定するとともに、基本計画に基づいて、まず、平成28年度までに国、地方公共団体等の各インフラを管理・所管する者による「イ
ンフラ長寿命化計画」（行動計画）の策定を目指すこととした。

＜参考＞「インフラ長寿命化計画」（行動計画）は、インフラの維持管理・更新等を着実に推進していくための中期的な取組の方向性を明らかにすることを目的として、各インフラを管理・所管する国、地方公共団体等ごとに、対

象施設、計画期間、現状と課題、中長期的なコスト見通し、取組の方向性等を定めるもので、個別施設毎の具体の対応方針を定める「個別施設毎の長寿命化計画」の基となるものである。

○これを受け、各主体による取組を促進するため、前回、行動計画の令和2年4月1日時点における策定状況をとりまとめたところであるが、今回、策定状況を令和3年4月1日時点に更新し
た。

【結果概要】
○令和２年度までに、主体のうち約98%に当たる3,519主体が行動計画を策定した（なお、基本計画で定められた期限（平成28年度）までに行動計画を策定した主体は、全体の約79%であっ
た）。
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